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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１１月１３日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市横島南方沖 

 大
おお

多尾
た お

港３号防波堤灯台から真方位１０５°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２１.２′ 東経１３０°１３.９′） 

事故の概要  プレジャーボートSAKAI
サ カ イ

は、東方に向けて左転中、転覆した。 

SAKAI は、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート SAKAI、５トン未満 

 ２９３－３９３０２熊本、個人所有 

 ２.６７ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、４.４０kＷ、平成２３年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２３年５月２０日 

  免許証交付日 平成２８年５月１２日 

（平成３３年５月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機の濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣りの目的で、横島東方沖に設置さ

れた魚養殖施設に向けて天草市栖本
す も と

町の海岸を出発した。 

 船長は、横島東方沖の魚養殖施設付近で釣りを行ったが、釣果を得ら

れなかったので、横島南方沖の魚養殖施設付近へ移動することにした。 

本船は、船長が船尾中央部付近に腰を掛けて船外機を操作し、横島東

方沖から横島南方沖にかけて設置された魚養殖施設群に沿ってその西側

を約１.５ノットの対地速力で南南西進した。 

船長は、横島南方沖を航行していたところ、魚養殖施設間に幅約３０

ｍの水路を認めたので、この水路を東西方向に通航できるものと思い、
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魚養殖施設の東側付近で釣りを行うことにした。 

本船は、南側の魚養殖施設から約５ｍ離れた場所を東方に向けて左転

していたところ、平成２８年１１月１３日０８時５０分ごろ突然船外機

が海面下で何かに引っ掛かり、船体が左舷船尾側に傾斜して船首側に置

いてあったクーラーボックス等の荷物が左舷側に移動するとともに海水

が左舷船尾部から船内に流入し、左舷側から転覆した。 

船長は、落水したが、着用していた自動膨張式救命胴衣が作動して海

面上に浮き、転覆した本船につかまっていたところ、付近で釣りをして

いたプレジャーボートに救助された。 

本船は、通りかかったクレーン付き漁船によって引き起こされた後、

救助したプレジャーボートからの通報で来援した巡視艇にえい
．．

航されて

出発場所まで戻り、その後陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の状況、写真２ 船外

機の状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.１５ｍ、船尾約０.５ｍであった。 

船長は、約５kgのクーラーボックス、約１kgの釣り餌
えさ

用ボックス、

約５kgの撒
ま

き餌
え

用のボックス、約１０ℓの燃料が入った燃料タンク等

の荷物を本船の船首側に置いていた。 

船長は、本事故後、本船の船外機が海面下で魚養殖施設間を連結す

るロープに引っ掛かったことに気付いた。 

船長は、横島東方沖の魚養殖施設付近で幾度か釣りをしたことがあ

ったが、本事故発生場所付近を航行するのが初めてであった。 

魚養殖施設群には、所々に東西方向に通航できる幅約５０ｍの 水

路が設けられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、横島南方沖で東方に向けて左転中、船外機が海面下で魚養

殖施設間を連結するロープに引っ掛かって船体が左舷船尾側に傾斜

し、船内の荷物が左舷側に移動して傾斜が増すとともに海水が左舷船

尾部から船内に流入したことから、転覆したものと考えられる。 

本船は、船長が魚養殖施設に接近して航行したことから、船外機が

海面下で魚養殖施設間を連結するロープに引っ掛かったものと考えら

れる。 

原因 本事故は、本船が、横島南方沖で東方に向けて左転中、船外機が海

面下で魚養殖施設間を連結するロープに引っ掛かって船体が左舷船尾

側に傾斜し、船内の荷物が左舷側に移動して傾斜が増すとともに海水

が左舷船尾部から船内に流入したため、転覆したものと考えられる。 
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参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・魚等の養殖施設に接近して航行しないこと。 

・船内の荷物は、船体が傾斜した際にも移動しないような措置を講

じておくこと。 
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写真１ 本船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船外機の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船外機の取付け場所 

船首方向 


